
資料１ 

第７期県民生活審議会－参画･協働推進部会の運営（19年度） 

 

第７期県民生活審議会－参画・協働推進部会（平成 18年６月設置）において、「県民の参画と 
協働の推進に関する条例」の総合的な推進に関する事項を審議する。 

 

１「地域づくり活動支援指針（条例第６条）」「県行政参画・協働推進計画（条例第８条）」 

（期間：平成18年度～22年度の５年間）の推進に関すること 

・条例第11条に基づき、参画・協働施策の実施状況を明らかにする「年次報告」の作成に 

関すること 

・参画と協働の普及・啓発に関すること 

２ 県民生活審議会への諮問事項「地域コミュニティの再生」に対する答申に関すること 

３ その他、県民の参画と協働の推進方策に関すること 

 
  
◇今後の審議スケジュール 

年月 主 な 審 議 内 容 
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第２回全体会（８月頃） 地域コミュニティの再生について（中間まとめ骨子案） 

第 5回 (８～９月頃） 

□平成 18年度年次報告案 
□地域コミュニティの再生（中間まとめ案） 
□今後の参画と協働の推進 

★普及啓発の実施 
＜県民＞ 
・県民との意見交換 
・各種広報媒体の活用 等 
＜県・市町職員＞ 
・研修の活用 
・市町との意見交換 等 

第 4回（６月 11日） 
□平成 18年度年次報告の作成方針 
□普及・啓発の実施方針 
□地域コミュニティの再生（中間まとめに向け

た考え方（骨子）） 
□今後の参画と協働の推進 

★平成18年度年次報告の公表 

第３回全体会（3月頃） 地域コミュニティの再生について（中間まとめ案） 

第 6回（12月頃） 

□地域コミュニティの再生（中間まとめ案） 
□今後の参画と協働の推進 
※必要に応じて第７回開催 
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